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　子育て中の方が仕事と育児を両立させ安心して働くことができる環境づくり

を推進するため、子育ての援助を受けたい人（依頼会員）と援助をしたい人（提

供会員）が会員となり、地域で子育てを助け合う「三条市ファミリー・サポート・

センター（通称「ファミサポ」）」を開設しました。育児中のちょっと助けてほし

いというときに、１時間 500 円で利用できます。 

 

【本件のポイント】 

●「三条市ファミリー・サポート・センター」を開設 

●子どもの世話ができないとき、子ども１人につき１時間 500 円で利用が可能 

 

【本件の概要】 

１　「三条市ファミリー・サポート・センター」の概要 

　　子育ての援助を受けたい人が依頼会員、子育ての援助を行いたい人が提供

会員となり、地域で子育てを助け合う相互援助組織 

 

２　会員の種類及び要件 

　(1) 依頼会員 

　　　三条市在住で０歳～小学６年生の子どもを育てている人 

　(2) 提供会員 

　　　心身ともに健康で、かるがも、認定 NPO 法人地域たすけあいネットワー

ク、公益社団法人三条市シルバー人材センターのいずれかの子育て支援団

体に所属いただける人 

 

３　利用の流れ 

　(1) 子育ての援助を受けたい人はファミサポに会員登録、子育ての援助をし

たい人は子育て支援団体とファミサポに会員登録をします。 

　　※依頼会員は電子申請でも登録できます。 

　(2) 依頼会員は、子育ての援助を受けたいときに子育て支援団体に連絡しま

す。 

　(3) 子育て支援団体は、条件に合う提供会員を依頼会員に紹介します。 

　(4) 依頼会員は、事前に、お子さんを連れて提供会員と顔合わせをします。 

　(5) 提供会員は、依頼会員の要望に応じた育児のお手伝い等の援助をします。 

　(6) 援助を受けた依頼会員は、提供会員に利用料を支払います。 

１時間 500 円でお子さんをお預かり 

「三条市ファミリー・サポート・センター」を開設



　　※提供会員の所属団体により支払方法が変わります。 

 

４　利用料金 

　　子ども１人につき１時間 500 円（以降 30 分ごと 250 円） 

　※追加で交通費やおやつ代がかかる場合があります。 

【問合せ】三条市教育委員会事務局 子育て支援課 子育て支援係　石田 

電話：0256-45-1113

子育て支援サイト


